
指 定 通 所 介 護 事 業 所 の 運 営 規 程 

 

（事業の目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人悠々の郷が開設する特別養護老人ホーム生きいきの里指定通所

介護事業所（以下「事業所」という。）が行う指定通所介護の事業（以下「事業」という。）の適

正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が要介護状態

又は要支援状態にある高齢者に対し、可能な限りその居宅において、その有する能カに応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、必要な目常生活上の介護及び機能訓練を行うことにより、

利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持及び向上、並びに利用者の家族の身体的及び

精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 

（運営の方針） 

第２条 事業所の介護職員等は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、利用者及び家族の

了承のもとに作成した通所介護計画に基づき、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサ

ービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症の状態にある要介護者等に対して

は、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。 

２ 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿

密な連帯を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（事業所の名称及び所在地） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

名 称  特別養護老人ホーム生きいきの里 

所在地  栃木県那須塩原市下田野２８２番地６ 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 

⑴ 管理者   １名（兼務） 

管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に事業

に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 

⑵ 生活相談員   １名 

生活相談員は、利用者及び家族等からの相談に応じ、職員に対する技術指導、事業計  

画の作成、関係機関との連絡調整を行う。 

⑶ 看護職員   １名 

看護職員は、利用者の健康状態を的確に把握・管理し、利用者の主治医や協力医療機

関との連携を図る。また、機能訓練指導員も兼ねる。 

看護職員不在時には、訪問看護事業所との委託契約により、密接かつ適切な連携を図

る。 

⑷ 介護職員   ５名 

介護職員は、利用者の送迎、食事、入浴、排泄等の介護サービスにあたる。 

⑸ 機能訓練指導員   １名（兼務） 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

⑴ 営業日      月・火・木・金・土曜日とする。 

⑵ 営業時間     午前８時００分から午後５時００分までとする。 

⑶ 延長サービス時間 午前８時００分から午後７時００分までとする。 

（指定通所介護の利用定員） 

第６条 指定通所介護の利用定員は２５名／日とする。 

（指定通所介護の内容及び利用料、その他の費用） 

第７条 指定通所介護の内容は次のとおりとし、指定通所介護を提供した場合の利用料の額は



厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスである時

は、その１割（２～３割）の額とする。 

なお、その他の利用者自已負担として、 

・食費（調理に要する費用、昼食、１０時、３時のお茶、お茶菓子も含む）  ６００円  

・延長サービスにかかる費用 １時間あたり １,０００円 

・複写物交付費（希望により）    １枚につき２０円 

・日常生活上必要となる諸費用  実費     

[※厚生労働大臣が定める基準(=介護報酬告示)は、事業所の見えやすい場所に掲示すること] 

① 食事、入浴、排泄介護サービス 

② 機能訓練及びレクリエーション 

③ 利用者の希望に添ったサービス 

④ ショッピング、ドライブ等のサービス 

（緊急時の対応） 

第８条 介護職員等は、介護を実施中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速や

かに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 

（通常の事業の実施地域） 

第９条 通常の事業の実施地域は、那須塩原市全域とする。 

（非常災害対策） 

第１０条 管理者は、非常災害に対する具体的計画を立て非常災害に備えるため、定期的に避難、

救出、その他の必要な訓練を行う。 

（その他の運営についての留意事項） 

第１１条 指定通所介護事業所は、介護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設

けるものとし、また、業務体制を整備する。 

⑴ 採用時研修 採用後１ヵ月以内 

⑵ 継続研修 年１回以上 

２ 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。 

４ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人悠々の郷と事業所の管理

者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

附 則 

 この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

   この規程は、平成１６年２月１日から施行する。 

   この規程は、平成１７年１０月１日から改定する。 

   この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

   この規程は、平成２３年２月１日から施行する。 

      この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

      この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

   この規程は、令和５年４月１日から施行する。 


